
令和４年度 第１回住吉区防災専門会議 会議要旨 

 

１ 日 時  令和４年６月29日（水）午後6時30分から午後8時30分 

 

２ 場 所  住吉区役所４階 第４、５会議室 

 

３ 出席者 

（委 員） 生田委員長、井西委員、石橋委員、上田委員、小林委員、篠原委員、 

畑委員、原田委員、松岡委員 

（区役所他） 区長、副区長、地域課長、地域課長代理、地域課担当係長、 

住吉消防署地域担当司令 
 

４ 報告事項 

(1) 令和３年度第３回住吉区防災専門会議での意見に対する対応方針について 

(2) 令和３年度第４回区政会議（意見聴取会）に関する意見要旨について 

(3) 大和川にかかる避難情報発令基準水位の見直しについて 
 

５ 議題事項 

(1) 令和４年度防災の取組について 

(2) 令和４年度住吉区総合防災訓練について 

(3) 個別避難計画（個別支援プラン）の作成について 
 

６ 議事要旨 

 報告 

(1) 令和３年度第３回住吉区防災専門会議での意見に対する対応方針について 

・ 災害時クラウド型情報システム（iisumi）について、収集した情報の具体的な可 

 視化方法や参加施設割合等の説明を行った。 

・ 水害ハザードマップにおける色分けの変更やJRの駅における水害時避難ビルの設 

定について、現段階では様々な課題があるため対応は困難であるが、引き続き検討 

事項として認識しておく旨の説明を行った。 
 

(2) 令和３年度第３回区政会議（意見聴取会）における防災に関する意見要旨について 

・ 災害時用タブレットにおける通信環境や、地域見守り支援システムにおける実践 

的な見守り活動の対応方針について、区政会議（意見聴取会）でいただいた意見 

に対する説明を行った。 

 

(3) 大和川にかかる避難情報発令基準水位の見直しについて 

・ 令和４年５月から適用された、大和川にかかる避難情報発令基準水位の見直し内 

容の説明を行った。 

【警戒レベル３：4.7ｍ⇒4.96ｍ、４：5.3ｍ⇒5.54ｍ、５：は6.8ｍ⇒6.19】 

 

 



 議題 

(1) 令和４年度防災の取組について 

     ・ 令和４年度に実施する防災の取組みについて、大和川氾濫等の水害に備えた取 

      組や女性の視点を踏まえた避難所運営、福祉避難所開設運営動画の作成、住吉区 

地域見守り支援システム構築など、全９項目について説明を行った。 

・ 委員よりいただいた意見に対して、回答を行った 

▶ ＬＧＢＴやトランスジェンダー等の方々に配慮した避難所運営についても今後

検討する必要があるかと思うとの意見に対して、トランスジェンダー等の方々へ

の配慮の必要性についても当然認識しているが、今年度は重点的に女性の視点を

踏まえた避難所運営について実施する旨の説明を行った。 

      ▶ ジェンダー問わずさまざまな配慮が必要な人はいると思うので、みんなで議論 

して共有することによって、お互いに配慮しあって共に避難できる場所になると 

思うとの意見があった。 

▶ 区内で局所的に火災が発生した際に、区役所としてはどのような動きになるの 

か参考に教えてほしいとの意見に対して、区役所は消防署からの連絡を受けて防

災担当２名が現場に駆けつけ、近隣や家族の家等に避難できない方に対しての一

時的な避難場所（地域の会館や老人憩の家等）として町会長や地域活動協議会会

長に依頼し、開放していただき、避難者に対して食料や毛布、日用品の配布等を

行っている旨の説明を行った。 

 

(2) 令和４年度住吉区総合防災訓練について 

・ 令和４年度住吉区総合防災訓練について、現時点では概ねコロナ禍前の規模に拡 

大して実施する旨の説明を行った。 

▶ 一般の参加者を募り、町会一時避難場所や災害時避難所の開設・運営訓練を実 

施する。また、新たな重点項目として、女性の視点を踏まえた避難所運営につい 

ても実施する。 

       ▶  新型コロナウイルスの感染拡大状況によって、訓練の中止又は縮小する場合が 

ある。 

・ 委員より訓練時間が短いとの意見に対して、昨年度と同様、よりスムーズに訓練 

を実施していただけるよう、事前に模擬訓練を行う旨の説明を行った。 

 

(3) 個別避難計画（個別支援プラン）の作成について 

         ・ 個別避難計画（個別支援プラン）について、災害対策基本法の改正により、概ね 

５年以内に作成を行うことが市町村の努力義務化となったことを受けて、現在の取 

組実績や今後の取組目標等の説明を行った。 

     ・  災害発生時に要援護者に対して、区役所はどのように対応してくれるのかとの意 

見に対して、区役所職員が災害発生後速やかに現場に参集するのは困難であるた 

め、地域見守り支援システムにおける災害時要援護者支援台帳の登録者への訪問や 

個別支援プランの作成を通じて、地震発生における町会一時避難場所の安否確認を 

円滑に実施していただくようご協力いただきたい旨の説明を行った。 


